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中野区自転車等放置防止条例施行規則の一部改正について 
 

中野区自転車等放置防止条例施行規則新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１５条 （略） 第１条～第１５条 （略） 

 （撤去費用等の徴収額等）  （撤去費用等の徴収額等） 

第１６条 条例第３０条の規則で定める額は、自転

車については５，０００円、原動機付自転車につ

いては５，０００円とする。 

第１６条 条例第３０条の規則で定める額は、自転

車については５，０００円、原動機付自転車につ

いては５，０００円とする。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、前項に規定する撤去費用等を徴収しないもの

とする。 

２ 区長は、所有者から撤去自転車等が盗難により

放置されたものである旨の申出があつた場合にお

いて、当該自転車等を撤去する前に捜査機関に当

該自転車等に係る盗難の被害届が提出されている

ことが確認できたときは、前項の撤去費用等を徴

収しないものとする。 

 ⑴ 所有者から撤去自転車等が盗難により放置さ

れたものである旨の申出があつた場合におい

て、当該自転車等を撤去する前に捜査機関に当

該自転車等に係る盗難の被害届が提出されてい

ることが確認できたとき又は当該申出が真実で

あると客観的に認められるとき。 

 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要が

あると認めるとき。 

 

第１７条～第３４条 （略） 第１７条～第３４条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略） 

  

   附 則  

１ この規則は、公布の日から施行する。  

２ 改正後の第１６条第２項の規定は、平成１８年

５月１日から適用し、同日以後に返還する撤去自

転車等及び売却代金に係る撤去費用等について適

用する。 

 

 


